
「指定ごみ袋」以外でもごみを出せる
臨時措置の期間を延長します

市指定ごみ袋に関する臨時措置については、6月30日(火)をもって終了する
予定でしたが、一部地域の店舗において品切れや品薄が続いているため、8月
31日(月)まで臨時措置の期間を延長します。

※臨時措置の期間（終期）以外に変更はございません。

■基本は「指定ごみ袋」を使ってください。
■指定ごみ袋が手に入らない場合に限り、以下の方法でごみを出
してください。
■期間：2026年５月20日（水）から2026年８月31日（月）まで
■対象：燃やせるごみ

ごみ集積所に出せるごみ袋  ごみ集積所に出せないごみ袋

〇 プラスチック製やビニール製
〇 透明または半透明で中身の見える袋
〇 サイズは20ℓから45ℓまで

（指定ごみ袋と同じくらいの大きさの袋）
〇 中身が密閉するよう口をしばってください

× 黒色など中身の見えない色付きの袋
× 中のごみがはみ出る・水分などが染みるもの

（段ボール箱や紙袋など）
× 口をしばれない袋
× 袋井市以外の自治体指定のごみ袋

指定ごみ袋は複数の企業により製造されており、例年並みの数量が供給される見込みです。
引き続き、必要以上の購入は控えてください。

【お問い合わせ先】袋井市環境水道部 環境・リサイクル推進課 ℡ 0538-84-6057（土・日・祝日を除く）
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【臨時措置期間を8月31日まで延長】

「指定ごみ袋」の入手が困難な場合限定

臨時期間終了後、透明・半透明の袋による燃やせるごみの排出はできなくなりますので、
必要以上の購入は控えてください。
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燃やせるごみの削減にご協力をお願いします！

静岡県ホームぺージより

生ごみ削減には、
水切りも効果的臭い
が少ない

やってみよう！ 生ごみの削減

生ごみの削減

 本市では、市内の家庭からでる可燃ごみの量を令和１２年度までに、基準値（H28～R2平均）から、

30％減らす５３３０運動に取り組んでいます。

さらなる削減のため、もうひと工夫、ご協力をお願いします。

可燃ごみのほとんどは、
紙類・生ごみ・プラ類
できる取組を してみよう！

ごみ袋の節約もできます。

臭いが少ない
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